
研究開発を支援する税制について 
（平成２４年度：農林水産省関係） 

                                                

○ 国税（所得税、法人税） 
 Ⅰ 試験研究費の総額に係る税額控除制度                                                ＜恒久措置＞ 
 Ⅱ 特別試験研究に係る税額控除制度                                                       ＜恒久措置＞ 
 Ⅲ 中小企業技術基盤強化税制                                                                 ＜恒久措置＞ 
 Ⅳ 試験研究費の増加額に係る税額控除制度等                                         ＜時限措置＞ 
 Ⅴ 技術研究組合関係の特例 
  １ 賦課金の試験研究費への算入                                                            ＜恒久措置＞ 
  ２ 試験研究用固定資産の圧縮記帳（法人税のみ）                                   ＜時限措置＞ 

 特別試験研究費とは、国の試験研究機関又は大学と共同して、またはそれらに委託して実施する
共同研究・委託研究に係る試験研究費等のことである。 
 青色申告書を提出する個人又は法人は、各事業年度において特別試験研究費を支出した場合、
その年度分の特別試験研究費総額に１２％の税額控除率を乗じた金額を所得税額又は法人税額
から控除できる。 
 当該制度については、上記Ⅰとの併用が可能であり、Ⅰと合わせた控除税額の上限は、当該事業
年度の所得税額又は法人税額の２０％まで注となる。なお、控除税額の上限を超えた分については、
試験研究費が前年度より増加した場合、翌１年間に限り注１、繰り越して税額控除できる。 
 
 

  
 
［創設時期 ： 平成１５年４月１日、 適用期限 ： なし］ 
［根拠 ： 租税特別措置法第１０条、第４２条の４、第６８条の９］ 

Ⅱ 特別試験研究に係る税額控除制度 

恒久措置 

○ 国税（所得税、法人税） 

 青色申告書を提出する個人又は法人注１ は、各事業年度において試験研究費を支出した場合、そ
の年度分の試験研究費総額に８～１０％ （下表参照） の税額控除率を乗じた金額を所得税額又は
法人税額から控除できる。 
 当該制度については、下記Ⅱ及びⅣとの併用が可能。なお、Ⅱと合わせた控除税額の上限は、当
該事業年度の所得税額又は法人税額の２０％まで注２となる。また、控除税額の上限を超えた分に
ついては、試験研究費が前年度より増加した場合、翌１年間に限り注２、繰り越して税額控除できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
［創設時期 ： 平成１５年４月１日、 適用期限 ： なし］ 
［根拠 ： 租税特別措置法第１０条、第４２条の４、第６８条の９］ 

（注１） 「中小企業者等」 は､当該制度又は下記Ⅲのいずれかを選択して適用できる（重複適用は不可）。 
（注２）平成２１年度から平成２３年度までの間に開始する各事業年度に限り、控除税額の上限を３０％に拡充。 
   また、平成２１・２２年度において超過する部分は、平成２３・２４年度へ繰越可。その場合、平成２３・２４年 
   度の上限は法人税額の最大３０％になる。 
（注３）試験研究費割合＝当該事業年度の試験研究費の額÷当該事業年度を含む過去４年の平均売上金額。 
   ※例えば、試験研究費割合が５％の企業の場合、税額控除割合は９％ （＝５％×０．２＋８％） 

試験研究費割合×０．２ ＋８％ 試験研究費割合＜１０％の場合 

１０％ 試験研究費割合≧１０％の場合 

税額控除率 試験研究費割合 注３ 

恒久措置 

Ⅰ 試験研究費の総額に係る税額控除制度 

（注）平成２１年度から平成２３年度までの間に開始する各事業年度に限り、控除税額の上限を３０％に拡充。 
  また、平成２１・２２年度において超過する部分は、平成２３・２４年度へ繰越可。その場合、平成２３・２４年 
  度の上限は法人税額の最大３０％になる。 



 青色申告書を提出する「中小企業者等」は、各事業年度において試験研究費を支出した場合、そ
の年度分の試験研究費総額に１２％の税額控除率を乗じた金額を所得税額又は法人税額から控
除できる。 
 当該制度については、下記Ⅳとの併用が可能である。なお、当該制度の控除税額の上限は、当該
事業年度の所得税額又は法人税額の２０％注１までとなる。また、控除税額の上限を超えた分につい
ては、試験研究費が前年度より増加した場合、翌１年間に限り注、繰り越して税額控除できる。 
 
 
 

 
［創設時期 ： 昭和６０年４月１日、 適用期限 ： なし］  
［根拠 ： 租税特別措置法第１０条、第４２条の４、第６８条の９］ 恒久措置 

Ⅲ 中小企業技術基盤強化税制 

 上記Ⅰ又はⅢにおいて、青色申告書を提出する個人又は法人は、次の（１）又は（２）の措置を選
択適用できる。 
 

（１）適用期限までに開始する事業年度分の試験研究費の額が比較試験研究費の額 （直近３事業 
  年度の試験研究費の平均額） を超え、かつ、基準試験研究費の額 （直近２事業年度の試験研 
  究費の額のうち最も多い事業年度の試験研究費の額） を超える場合、比較試験研究費の額を 
  上回る試験研究費の額 （増加額） に５％の税額控除率を乗じた金額を、追加的に所得税額又 
  は法人税額から控除できる。 
 

（２）適用期限までに開始する事業年度分の試験研究費の額が当期を含む過去４年間の平均売上 
  金額の１０％を超える場合には、その超える部分の金額に税額控除率注を乗じた金額を、追加的  
  に所得税額又は法人税額から控除できる。 
   
 
 
 

 当該制度の控除税額の上限については、上記Ⅰ又はⅢの控除税額の上限とは別に、当該事業年
度の所得税額又は法人税額の１０％までとなる。 
 当該制度については、下記の適用期限までの時限措置である。  

  
［創設時期 ： 平成１８年４月１日、 適用期限 ： 平成２４年３月３１日までの間に開始する事業年度］ 
［根拠 ： 租税特別措置法第１０条、第４２条の４、第６８条の９］ 時限措置 

Ⅳ 試験研究費の増加額に係る税額控除制度等 

１ 賦課金の試験研究費への算入 
  技術研究組合の組合員は、組合の事業に要する経費として賦課された費用 （技術研究組合
法第９条第１項） を上記Ⅰ、Ⅲ及びⅣの試験研究費の額として損金の額に算入できる。  

 
［創設時期 ： 昭和４２年６月１日、 適用期限 ： なし］ 
［根拠 ： 租税特別措置法第１０条、第４２条の４、第６８条の９］ 
 

２ 試験研究用固定資産の圧縮記帳 （法人税のみ） 
  技術研究組合は、賦課金 （技術研究組合法第９条第１項）をもって取得又は製作した試験研
究用固定資産について１円まで圧縮記帳でき、減額した金額に相当する額を損金の額に算入で
きる。 
 当該制度については、下記の適用期限までの時限措置である。 

  
［創設時期 ： 昭和３６年５月２０日、 適用期限 ： 平成２５年３月３１日までに開始する事業年度］ 
［根拠 ： 租税特別措置法第６６条の１０、第６８条の９４］ 

恒久措置 

時限措置 

Ⅴ 技術研究組合関係の特例 

 農林水産技術会議事務局 研究推進課 産学連携室産学連携調整班 
     代表 ： ０３－３５０２－８１１１（内線：５８９７）、直通 ： ０３－６７４４－７０４３ 

問い合わせ先 

（注）平成２１年度から平成２３年度までの間に開始する各事業年度に限り、控除税額の上限を３０％に拡充。 
  また、平成２１・２２年度において超過する部分は、平成２３・２４年度へ繰越可。その場合、平成２３・２４年 
  度の上限は法人税額の最大３０％になる。 

（注）税額控除率＝（試験研究費割合－１０％）×０．２ 
     試験研究費割合＝当該事業年度の試験研究費の額÷当該事業年度を含む過去４年の平均売上金額 
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